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道 企 業 管 理 規 程

北海道企業管理規程第１号

北海道企業局組織規程の一部を改正する規程を次のように定める。
平成 年３月 日

北海道公営企業管理者 青 木 次 郎
北海道企業局組織規程の一部を改正する規程

北海道企業局組織規程（昭和 年北海道企業局管理規程第２号）の一部を次のように改正
する。
第４条第３項中「電気係」を「電気第一係、電気第二係」に改め、同条第５項中「及び事

業係」を「、事業係及び主査（企画）」に改める。
第４条の２を削り、第４条の３を第４条の２とする。
第７条を削り、第７条の２を第７条とし、第７条の３を第７条の２とし、第７条の４を第

７条の３とする。
第８条第１項の表発電事業所の部を削り、同条第２項の表課の部主任技師の項及び発電事

業所の部を削り、同条第３項第２号の表技能員の項及び公務補の項を削る。
附 則

この規程は、平成 年４月１日から施行する。

北海道企業管理規程第２号
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北海道企業局処務規程の一部を改正する規程を次のように定める。
平成 年３月 日

北海道公営企業管理者 青 木 次 郎
北海道企業局処務規程の一部を改正する規程

北海道企業局処務規程（昭和 年北海道企業管理規程第３号）の一部を次のように改正す
る。
第７条第１項第５号中「 万円未満の工事及び製造の請負並びに 万円未満の財産の買

入れ」を「 万円未満の工事及び製造の請負、 万円以下の財産の買入れ並びに 万円以
下の物件の借入れ」に、同項第６号中「 万円未満」を「 万円以下」に改め、同条第２
項を削る。
第 条第１項中「又は発電事業所長」を削る。

附 則

この規程は、平成 年４月１日から施行する。

北海道企業管理規程第３号

北海道企業局職員旅費規程の一部を改正する規程を次のように定める。
平成 年３月 日

北海道公営企業管理者 青 木 次 郎
北海道企業局職員旅費規程の一部を改正する規程

北海道企業局職員旅費規程（昭和 年北海道企業管理規程第８号）の一部を次のように改
正する。
題名を次のように改める。
北海道企業職員等旅費規程

第１条を次のように改める。
（目的）
第１条 この規程は、北海道企業局に勤務する企業職員及び企業職員以外の者（以下「職員
等」という。）に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
附 則

この規程は、平成 年４月１日から施行する。

北海道企業管理規程第４号

北海道企業職員給与規程の一部を改正する規程を次のように定める。
平成 年３月 日

北海道公営企業管理者 青 木 次 郎
北海道企業職員給与規程の一部を改正する規程
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北海道企業職員給与規程（昭和 年北海道企業局管理規程第２号）の一部を次のように改
正する。
第９条第３項中「 円（職員に扶養親族でない配偶者がある場合にあってはそのう
ち１人については 円、」を「 円（」に、「ない場合にあっては」を「ない場合
にあっては、」に改める。
第９条第５項中「扶養親族である配偶者の」を「配偶者の」に、「について当該職員の
配偶者が扶養親族としての要件を欠くに至った場合又は同項第３号に掲げる事実が生じ
た」を「が配偶者のない職員となった」に改める。
第９条の３第１項第２号を次のように改める。

条例第５条の３第２号に掲げる職員 円を超えない範囲内で、道職員の住居
手当の支給の例により管理者が定める額

第 条第６項を次のように改める。
６ 条例第６条第２号の自動車等は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。
ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
第 条ただし書を次のように改める。
ただし、次の各号に掲げる給与の支給については、当該各号に定める条例の例による。
北海道職員等の育児休業等に関する条例（平成４年北海道条例第３号）第 条第１

項に規定する育児短時間勤務職員等 北海道職員等の育児休業等に関する条例
特定任期付職員、第３条任期付職員及び任期付短時間勤務職員 任期付職員条例附
則に次の３項を加える。
給料月額は、平成 年４月１日から平成 年３月 日までの間に限り、第３条から第

５条までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる額に 分の （管理
職員及び管理職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が別に定める職
員にあっては、 分の ）を乗じて得た額とする。ただし、手当の額及び第 条に規
定する勤務１時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額は、第３条から第５条ま
での規定により定められる額とする。
管理職手当の月額は、平成 年４月１日から平成 年３月 日までの間に限り、第７

条の２第２項の規定にかかわらず、同項の規定により定められる額に 分の を乗じ
て得た額とする。ただし、地域手当の月額の算出の基礎となる管理職手当の月額は、同
項の規定により定められる額とする。
平成 年６月から平成 年 月までの期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額については、

第 条第７項（第 条の４第５項において準用する場合を含む。）中「得た額（」とあ
るのは、「得た額に３分の２を乗じて得た額（」とする。
別表第１を次のように改める。

別表第１（第３条関係）

行 政 職 給 料 表

職員
の区
分

職務
の級 １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 ６ 級 ７ 級 ８ 級 ９ 級 級

号俸 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
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再任
用職
員以
外の
職員
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附 則

この条例は、平成 年４月１日から施行する。

北海道企業管理規程第５号

北海道企業職員退職手当規程の一部を改正する規程を次のように定める。
平成 年３月 日

北海道公営企業管理者 青 木 次 郎
北海道企業職員退職手当規程の一部を改正する規程

北海道企業職員退職手当規程（昭和 年北海道企業管理規程第３号）の一部を次のように
改正する。
第８条第４項中「要しなかった期間」の次に「及び地方公務員法第 条の５第１項に規定

する自己啓発等休業の期間（当該自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献
活動の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと認められることその他の管理者が定め
る要件に該当する場合を除く。）」を加え、「及び」を「とし、」に改め、「３分の１に相
当する月数」の次に「とする。」を加える。
第 条第１項中「６月以上」を「 月以上（特定退職者（雇用保険法（昭和 年法律第
号）第 条第２項に規定する特定受給資格者に相当するものとして管理者が定めるもの

をいう。以下この条において同じ。）にあっては、６月以上）」に、「雇用保険法（昭和
年法律第 号）」を「同法」に、「同法第 条第２項に規定する特定受給資格者に相当す
るものとして管理者が定める者を同項」を「特定退職者を同法第 条第２項」に改め、同条
第２項中「６月以上」を「 月以上（特定退職者にあっては、６月以上）」に改め、同条第
９項第２号及び第３号中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

毎 週 火 ・ 金 曜 日 発 行 （購読料金（送料とも）は月額 円） 発 行 北 海 道
編 集 総務部人事局法制文書課
印 刷 富 士 プ リ ン ト 株 式 会 社

所 在 地 出 先 機 関 名 級 別 区 分

深川市鷹泊 鷹泊発電管理事務所 ２

再任
用職
員

附則第８項中「附則第 項」を「附則第 項」に改める。
附則第９項中「平成 年３月 日」を「平成 年３月 日」に、「当該年数が 分の

３」を「当該年数が 年を超える場合は、 年）１年につき 分の３」に改める。
附 則

この規程は、平成 年４月１日から施行する。

道 企 業 局 告 示

北海道企業局告示第７号

平成 年北海道企業局告示第５号（特地出先機関及びその級別指定）の一部を次のように
改正し、平成 年４月１日から施行する。
平成 年３月 日

北海道公営企業管理者 青 木 次 郎
表を次のように改める。


